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学校法人常磐会学園 公益通報（内部通報）に関する規程 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、理事長の責任のもと、学校法人常磐会学園（以下「学園」とい

う）の教職員及び役員についての法令等に違反する行為等に関する公益通報への適

正な対応の仕組みを定めることにより、法令等違反行為の早期発見と是正を図り、

もって、学園のコンプライアンス経営を実践することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において「法令等違反行為」とは、学園並びに労働者及び役員による

法令等に違反する行為又は学園が定める各種内部規程及び内規等に違反する行為をい

い、「通報対象行為」とは、法令等違反行為又はそのおそれのある行為をいう。 

２ この規程において「労働者」とは、学園全ての専任教職員、兼任講師、兼任職員、

契約職員、嘱託教職員及び派遣労働者をいう。 

３ この規程において「役員」とは、学園の理事、監事、事務局長及び評議員をいう。 

４ この規程において「通報」とは、学園並びに労働者及び役員による通報対象行為

を知らせることをいい、「相談」とは、通報に先立ち又は通報に関連して必要な助

言を受けることをいう。 

５ この規程において「内部公益通報」とは、通報のうち公益通報者保護法第３条第

１号及び第６条第１号に定める公益通報をいう。 

６ この規程において「本件窓口」とは、第４条第１項及び第２項に定める通報を受

け付けるための内部窓口並びに外部窓口の総称をいう。 

７ この規程において「公益通報対応業務」とは、内部公益通報を受け、並びに当該

内部公益通報に係る通報対象事案の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業

務をいう。 

８ この規程において「従事者」とは、公益通報対応業務に従事する者をいう。 

９ この規程において「利用対象者」とは、本件窓口を利用できる者をいう。 

10 この規程において「本件窓口利用者」とは、本件窓口に対して通報又は相談を 

行った利用対象者をいう。 

11 この規程において「対象事案」とは、本件窓口に対して通報又は相談が行われた

通報対象行為をいう。 

12 この規程において「調査協力者」とは、対象事案に関する調査に協力した者を 

いう。 

13 この規程において「被通報者」とは、通報対象行為を行い又は行おうとしている

として通報された者をいう。 

14 この規程において「本件窓口担当者」とは、本件窓口において通報又は相談を受

け付ける者をいう。 

15 この規程において「調査担当者」とは、対象事案に関する調査に関与する者を 

いう。 
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16 この規程において「処分等」とは、学園就業規則に定める懲戒処分を含む 

が、これに限らず、口頭での指導や注意を含め、学園が行うことができる一切の措

置をいう。 

17 この規程において「不利益な取扱い」とは、解雇、懲戒処分（戒告・減給・停職

・懲戒解雇）、降格、減給、不利益な配転・出向・転籍、退職勧奨、更新拒 

否、損害賠償請求、事実上の嫌がらせ、退職金等における不利益な取扱い、その他

の一切の不利益な取扱いをいう。 

18 この規程において「職制上のレポーティングライン」とは、労働者及び役員にとっ

ての上長（直属の上長に限られない。）をいう。 

19 この規程において「是正措置等」とは是正措置及び再発防止策をあわせたものを

いう。 

 

第２章 公益通報の体制整備 

（公益通報の体制整備） 

第３条 学園において、通報に適切に対応するための体制を整備し、理事長がこれを

総括する。 

２ 常勤監事は、この規程に係る業務執行状況について、理事長に報告する。 

（窓口及び利用対象者） 

第４条 通報または相談を受け付ける内部窓口を常勤監事及び事務局長（もしくは法

人総務課長）とする。 

２ 通報又は相談を受け付ける外部窓口を学園の契約した学外の法律事務所の担当弁

護士とする。 

３ 本件窓口において役員に関係する又は関係すると疑われる通報対象行為を受け付

けた場合は、常勤監事（常勤監事が関係する場合は、事務局長）が、本件窓口担当

者となる。 

４ 本件窓口において内部公益通報を受ける常勤監事及び事務局長（もしくは法人総

務課長）並びに学園の契約した学外の法律事務所の担当弁護士は、この規程により

従事者として指定される。なお、学園は、当該従事者に対し、従事者の地位に就く

ことが当該者自身に明らかとなる方法により伝達する。 

５ 利用対象者は、労働者（通報の日から１年以内に労働者であった者を含む。）及

び役員並びに取引先とする。 

６ 利用対象者は、匿名であっても本件窓口を利用することができる。 

７ 利用対象者は、公益通報の体制や不利益な取扱い等に関する相談を行うためにも

本件窓口を利用することができる。 

（通報又は相談の方法） 

第５条 本件窓口の利用方法は、利用対象者の利便性を高めるため、電話、電子メール、

ＦＡＸ、郵送又は面談とし、本件窓口ごとの利用方法は別に定める。但し、当該利用

方法以外により通報又は相談が行われた場合であっても、本件窓口が利用されたもの

として取り扱うことができる。 

（範囲外共有の防止を含めた情報管理） 
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第６条 本件窓口担当者は、本件窓口利用者の氏名及び社員番号を含む本件窓口利用者

を特定させる情報を、必要最小限の範囲を超えて他の本件窓口担当者に共有しない。

但し、本件窓口利用者が予め明示的に同意した場合又はその他の正当な理由がある場

合は、当該情報を他の本件窓口担当者又は調査担当者に共有できるものとする。 

２ 調査担当者は、調査により得られた情報のうち、調査協力者の氏名など調査協力者

を特定させる情報を、必要最小限の範囲を超えて他の調査担当者に共有しない。但し、

調査協力者が予め明示的に同意した場合又はその他の正当な理由がある場合は、当該

情報を本件窓口担当者又は他の調査担当者に共有できるものとする。 

３ 対象事案に関する調査により得られた情報（第１項及び第２項に定める情報を除

く。）は、本件窓口担当者、調査担当者、法令違反行為等の是正措置等の検討に関与

する労働者及び役員、事務局並びに必要に応じて外部の専門家、行政機関に限り共有

するものとする。但し、本件窓口利用者が予め明示的に同意した場合又はその他正当

な理由がある場合は、この限りではない。 

（調査） 

第７条 本件窓口に通報された対象事案に関する調査は、常勤監事及び事務局長（もし

くは法人総務課長）が行う。但し、常勤監事又は事務局長（もしくは法人総務課長）

は、当該対象事案に関する十分な調査を行うために必要と判断した場合には、当該事

案に関連する部門の責任者や対象事案に対する権限を所管する部門等にも調査を行わ

せることができる。 

２ 常勤監事又は事務局長（もしくは法人総務課長）は、調査担当者に対して、本件窓

口利用者を特定させる事項を伝達される場合には、従事者の地位に就くことが当該者

に明らかとなる方法により、当該者を従事者として指定する。 

３ 調査担当者は、速やかに調査の上、常勤監事又は事務局長（もしくは法人総務課長）

に報告する。 

４ 第１項ないし第４項の定めにかかわらず、第４条第３項に定める対象事案について

は、常勤監事が、調査主体及び調査方法を決定するものとし、当該協議に基づいて調

査担当者となった者について、第１項ないし第４項を準用する。 

（是正措置等） 

第８条 調査の結果、法令等違反行為が明らかになった場合には、理事長又は当該法令

等違反行為に関連する部門の担当役員若しくは部門長は、速やかに是正措置等を講じ

なければならない。この場合において、役員が関係することが認められた対象事案の

ときは、常勤監事（常勤監事が関係する場合は、事務局長）に対して、是正措置等の

対応状況を報告しなければならない。 

２ 常勤監事又は事務局長（もしくは法人総務課長）は、内部公益通報された対象事案

の是正措置等を検討又は実行する者に対して本件窓口利用者を特定させる事項を伝達

される場合には、従事者の地位に就くことが当該者に明らかとなる方法により、当該

者を従事者として指定する。 

３ 理事長は、法令等違反行為の是正措置等が適切に機能しているかを検証し、適切に

機能していないことが判明した場合には、追加の是正措置等を講じるものとする。 

（記録） 
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第９条 理事長は、相談窓口において受け付けた通報又は相談への対応に関する記録を

作成し、少なくとも対応終了後５年間、保管しなければならず、その方法は、情報管

理の観点から適切なものによらなければならない。 

 

第３章 窓口への通報又は相談に関する当事者の責務等 

（協力義務） 

第10条 労働者及び役員は、対象事案であるか否かにかかわらず、調査に際して協力を

求められた場合には協力しなければならず、また、調査を妨害してはならない。 

（窓口利用者等の保護） 

第11条 労働者及び役員は、本件窓口利用者に対して、本件窓口に通報又は相談したこ

とを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。 

２ 労働者及び役員は、調査協力者に対して、対象事案に関する調査に協力したことを

理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。 

（探索の禁止） 

第12条 労働者及び役員は、本件窓口に通報又は相談した者が誰であるか、対象事案に

関する調査に協力した者が誰であるかを探索してはならない。 

（秘密保持） 

第13条 労働者及び役員は、この規程に定める場合のほか、法令に基づく場合等の正当

な理由がない限り、対象事案に関する情報を開示してはならず、当該情報について秘

密を保持しなければならない。 

２ 労働者及び役員は、法令に基づく場合等の正当な理由がない限り、対象事案に関す

る情報を目的外に使用してはならない。 

（利益相反の回避） 

第14条 労働者及び役員は、対象事案に関係する者である場合は、当該事案の調査や法

令等違反行為の是正措置等の検討に関与することはできない。 

２ 労働者及び役員は、対象事案の調査担当者となる時点又は法令等違反行為の是正措

置等の検討に関与する時点で、自身が当該対象事案に関係する者ではないことを確認

するものとし、当該対象事案に関係する者である場合には常勤監事に報告しなければ

ならない。 

３ 報告を受けた常勤監事は、当該労働者及び役員の対象事案への対応の関与可否を判

断する。 

４ 本件窓口担当者は、自らが対象事案に関係する通報又は相談を受け付けた場合には、

他の本件窓口担当者に引き継がなければならない。 

（通知等） 

第15条 本件窓口担当者は、連絡先の分からない場合を除いて、本件窓口利用者に対し

て、通報又は相談を受け付けた旨を速やかに通知するとともに、受付後の対応方針に

ついても本件窓口利用者が通報又は相談をした日から20日以内に通知しなければなら

ない。 

２ 本件窓口担当者は、連絡先の分からない場合を除いて、本件窓口利用者に対して、

対象事案に関する調査の結果及び是正措置等について、被通報者及び調査協力者の信
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用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、速やかに通知しなければならない。 

３ 本件窓口担当者は、対象事案に関する調査の完了後、連絡先の分からない場合を除

いて、本件窓口利用者に対して、第10条第１項により禁止される不利益な取扱いを受

けているか否かを確認しなければならない。 

（職制上のレポーティングラインにおける通報者等の保護等） 

第16条 労働者及び役員は、職制上のレポーティングラインに対して通報又は相談を行

った者に対して、当該通報又は相談を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行

ってはならない。 

２ 労働者及び役員は、職制上のレポーティングラインへの通報に関する調査に協力し

た者に対して、当該調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いを行ってはな

らない。 

３ 職制上のレポーティングラインに対して行われた通報又は相談についても、学園は、

正当な理由がある場合を除いて必要な調査を実施し、その結果を受けて必要な範囲で

是正措置等を講じ、それらの記録を適切に作成・保管するとともに、労働者及び役員

は、前２項の遵守に加えて、範囲外共有の防止を含めた情報管理、探索の禁止、秘密

保持、利益相反の回避等に関し、この規程に定める通報及び相談に準じて取り扱う。 

（学園以外に公益通報を行った者の保護等） 

第17条 労働者及び役員は、公益通報者保護法第３条第２号及び第３号並びに同法第６

条第２号及び第３号に定める保護要件を満たす公益通報を行った者に対して、当該通

報を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。 

２ 労働者及び役員は、前項に定める公益通報を行った者を探索してはならず、また、

当該者を特定させる事項を学園が認めた範囲以外に共有しないものとする。 

 

第４章 通報又は相談を行う者の責務等 

（不正の目的による通報又は相談の禁止等） 

第18条 労働者及び役員は、虚偽の通報又は相談や、他人を誹謗中傷する目的の通報又

は相談その他の不正の目的の通報又は相談を行ってはならない。 

２ 労働者及び役員は、調査を受ける場合には、これに誠実に応じなければならず、虚

偽を述べてはならない。 

 

第５章 その他 

（処分等） 

第19条 この規程の違反行為が明らかになった場合には、学園は、当該行為を行った労

働者及び役員に対して適切な処分等を課さなければならない。 

２ 調査の結果、法令等違反行為が明らかになった場合には、学園は、当該法令等違反

行為に関与した労働者及び役員に対して適切な処分等を課さなければならない。 

（救済・回復等） 

第20条 この規程の違反行為（第６条及び第10条の違反行為を含むが、これらに限られ

ない。）が明らかになった場合には、学園は、当該行為による被害・違反等について、

適切な救済・回復措置等を講じなければならない。 
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（周知・研修） 

第21条 常勤監事は、個人情報等の保護に配慮した上で、本件窓口の運用実績について

労働者及び役員に対して周知するものとする。 

２ 常勤監事は、理事長を含む全ての労働者及び役員に対して、定期的に公益通報制度

に関する周知及び研修を行うものとする。 

（この規程に基づく制度の運用及び改善） 

第22条 理事長は、この規程に関する整備及び運用の状況等について、定期的に客観的

かつ公正な方法による評価、点検等を行うとともに、必要に応じて改善を行うものと

する。 

（改廃） 

第23条 この規程の改廃は、理事会の議を経て理事長が行う。 

（雑則） 

第24条 この規程に定める者のほか、公益通報に関し必要な事項は理事長が別に定める。 

 

 

附 則 

この規程は、2022（令和４）年９月20日から施行する。 

また、この制定により「学校法人常磐会学園 公益通報者保護規程」(平成19年 

６月19日施行)は廃止する。 

 

   附 則 

   この規則は、2022（令和４）年10月18日より施行する。 


